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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
⑴　業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　当社は、2023年３月24日開催の定時株主総会において監査等委員会設置
会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付で監
査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
これにより変化の激しい経営環境に対応するために、監査等委員会により業
務執行の監査及び監視を行い、取締役会において当社グループ経営全般の重
要事項を迅速に決定し、効率的かつ透明性の高い経営に努めております。
　その概要は以下のとおりであります。

1．当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に
適合することを確保するための体制
①　当社は、コンプライアンスを経営上の最重要課題と位置付け、 当
社グループの取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、健全な社会規
範の下にその職務を遂行するための行動規範として、リスク管理・コン
プライアンス規程その他の規程を制定する。
②　当社の内部監査部門は、コンプライアンス担当部署と連携の上、当
社及び当社子会社に対する内部監査を実施する。
③　当社は、当社グループの取締役及び使用人が、外部の弁護士に対し
て直接通報を行うことができる内部通報制度を設置する。

2．当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役会等の重要な会議の議事録のほか、各取締役が職務権限
規程に基づいて決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報は、文
書管理規程に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、保存する。当社の
取締役及び監査等委員は、文書管理規程に従い、常時、これらの文書等
を閲覧できるものとする。

3．当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①　当社は、当社グループのリスク管理について定めるリスク管理・コ
ンプライアンス規程において、リスクカテゴリーごとの責任部署を定
め、当社グループ全体のリスクを網羅的 ・統括的に管理する。
②　リスク管理・コンプライアンス規程に基づき、四半期に一度リスク
マネジメント・コンプライアンス委員会を開催し、リスクを把握・管理
する体制を整える。
③　当社は、不測の事態や危機の発生時に当社グループの事業の継続を
図るため、グループのコンティンジェンシー・プランである「業務継続
計画（BCP）」を策定し、当社及び当社子会社の役員及び使用人に周知
する。
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4．当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確
保するための体制
①　当社は、取締役会を月一回定期的に開催するほか、必要に応じて臨
時に開催し、機動的な意思決定を行う。当社の経営方針および経営戦略
等に係る重要事項については、経営会議における事前審議を経て、取締
役会において執行決定を行う。
②　当社は、当社グループの経営方針及び経営計画を策定し、適切な手
法に基づく経営管理を行う。
③　当社は、取締役の職務権限と担当業務を明確にするために、取締役
会規程のほか、組織規程、職務分掌規程、職務権限規程、稟議規程を制
定する。当社子会社においても、その規模等に応じ、当社の規程等に準
じた組織規程・職務分掌規程等の整備を行わせるものとする。

5．当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するた
めの体制
①　当社は、関係会社管理規程において、当社子会社に対し、営業成
績、財務状況その他の一定の経営上の重要事項について、定期的に当社
に報告することを義務付けることとし、一定の基準を満たすものは当社
の取締役会決議事項とする。
②　当社は、内部監査室による内部監査を実施し、適時、グループ会社
の適正な業務執行を監視する。

6．当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
当社は、監査等委員会が求めた場合は、監査等委員会の職務を補助する
使用人を設置する。

7．当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役（監査等委員 で
ある取締役を除く。） からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効
性の確保に関する事項
　監査等委員会事務局に所属する使用人の人事異動・人事評価等につい
ては、あらかじめ監査等委員会の同意を要することとする。

8．当社の監査等委員会への報告に関する体制
①　当社グループの取締役及び使用人は、法令等の違反行為等、当社に
著しい損害を及ぼす恐れのある事実については、発見次第、直ちに当社
の監査等委員会に対して報告を行うこととする。
②　当社又は当社子会社の内部通報制度の担当部署は、当社グループの
役員及び使用人からの内部通報の状況について、定期的に監査等委員会
に対して報告を行う。
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9．当社の監査等委員会に報告した者が当該報告したことを理由として不利
な取扱いを受けないことを確保するための体制
　当社は、監査等委員会へ報告を行った当社グループの取締役及び使用
人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを
禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底する。

10．当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の 
手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る
方針に関する事項
　監査等委員がその職務の執行について当社に対して会社法第399条の
2第４項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署におい
て審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執
行に必要でないと認められない場合を除き、速やかにこれに応じるもの
とする。

11．その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保する
ための体制
①　代表取締役は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、会社が対処す
べき課題、監査等委員会の環境整備の状況、監査等委員会の監査上の重
要課題等について意見交換を行う。
②　当社は、監査等委員会が、必要に応じて専門の弁護士、公認会計士
の助言を受ける機会を保障する。

⑵　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであり
ます。

１．当社は、定時取締役会を月に1回、必要に応じて臨時取締役会も実施
し、社外取締役１名を含む取締役５名のほか、社外取締役監査等委員３
名を含む監査等委員３名が出席し、重要事項の審議、決議を行っており
ます。
また、取締役、執行役員は業務分掌規程、職務権限規程並びに稟議規程
に基づき分担して職務を執行しております。

２．監査等委員は、取締役会の出席のほか、取締役等から業務執行の状況に
ついて直接聴取すること及び稟議を閲覧することによって、コンプライ
アンスの観点から日常業務レベルで監視できる体制を整備しており、監
督機能の強化を図っております。
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３．当社は、リスク管理・コンプライアンス規程を制定しております。この
リスク管理・コンプライアンス規程には、当社の役職員が通報・相談で
きる窓口（以下、「ホットライン」という。）を設置し、社内イントラ
ネットなどへの掲示により役職員への周知を図っております。また、ホ
ットラインを具体的に運用するための、内部通報規程（ホットライン運
用規程）を定め、通報・相談によって、社内で不利益な処遇を受けるこ
とがないことを定め、役職員に周知をしております。
また、リスク管理・コンプライアンス規程に基づき、四半期に一度リス
クマネジメント・コンプライアンス委員会を開催し、職員の勤怠状況、
画像等の知的財産権の侵害がないか等をモニタリングしコンプライアン
ス遵守状況を把握する体制を整えております。

４．内部監査については、代表取締役社長直轄の内部監査室が、年間計画に
基づき当社の各部門及び関係会社について監査を行い、代表取締役社長
へ報告をしております。
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( 2023年１月１日から2023年12月31日まで )
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株 主 資 本
合 計

当連結会計年度期首残高 1,821,276 2,060,164 △2,571,615 △70 1,309,754

当連結会計年度変動額

新株の発行 2,441 2,441 4,882
親会社株主に帰属する
当期純損失（△） △57,708 △57,708

株主資本以外の項目の当連結会
計年度変動額(純額)

当連結会計年度変動額合計 2,441 2,441 △57,708 - △52,825

当連結会計年度末残高 1,823,717 2,062,606 △2,629,324 △70 1,256,929

その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配
株主持分 純資産合計繰延ヘッジ

損益
為替換算
調整勘定

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当連結会計年度期首残高 △776 45,491 44,714 12,370 14,293 1,381,132

当連結会計年度変動額

新株の発行 4,882
親会社株主に帰属する
当期純損失（△） △57,708

株主資本以外の項目の当連結
会計年度変動額(純額) △795 26,656 25,861 3,845 2,135 31,842

当連結会計年度変動額合計 △795 26,656 25,861 3,845 2,135 △20,983

当連結会計年度末残高 △1,572 72,147 70,575 16,216 16,428 1,360,149

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）
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連結注記表
1．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
⑴　連結の範囲に関する事項
①　連結子会社の状況

・連結子会社の数 ４社
・連結子会社の名称 VELTRA Holdings Inc.

VELTRA Inc.
VELTRA Malaysia Sdn.Bhd.
リンクティビティ株式会社

・連結の範囲の変更 City Discovery Inc.及 びVELTRA PHILIPPINES, INC.
は、清算結了により、当連結会計年度より連結の範囲か
ら除外しております。

②　非連結子会社の状況
　該当事項はありません。

③　議決権の過半数を所有しているにもかかわらず子会社としなかった会社等の状況
　該当事項はありません。

⑵　持分法の適用に関する事項
　該当事項はありません。

⑶　連結子会社の事業年度等に関する事項
　すべての連結子会社の事業年度は、連結会計年度と一致しております。

⑷　会計方針に関する事項
①　資産の評価基準及び評価方法
　　その他有価証券
　　・市場価格のない株式等　　　　　　移動平均法による原価法

　　なお、匿名組合出資金については、匿名組合の損益のうち当社に帰属する持
分相当損益を営業外損益に計上するとともに、同額を投資有価証券に加減す
る処理を行っております。

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産

　主に定率法（海外連結子会社では定額法）
　ただし、当社は、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については定
額法を採用しております。
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　主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物　　　　　　　　３年～15年
工具、器具及び備品　４年～20年

ロ．無形固定資産
　ソフトウエア（自社利用）については、社内における見込利用可能期間（５
年）による定額法を採用しております。

③　重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不
能見込額を計上しています。

ロ．ポイント引当金
　販売促進を目的に顧客に付与したポイントの使用に備えるため、過去の使用
実績に基づき、将来使用されると見込まれる額を計上しております。

④　収益及び費用の計上基準
　当社グループの事業は「旅行業」のみの単一のセグメントにより構成されており
ます。当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の
内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下
のとおりであります。
イ．手配旅行等の代理販売

　旅行者の委託により、代理、斡旋又は取次をすること等により旅行者がツア
ー催行会社等の提供する旅行に関するサービスの提供を受けることができるよ
うに、手配することが履行義務であり、催行日を基準として収益を認識し、代
理人取引として、顧客から受け取る額からツアー催行会社に支払う額を控除し
た純額で収益を認識しております。

ロ．ポイントに係る収益認識
　当社が手配旅行等の代理販売等によって顧客に付与するポイントに関して
は、将来の販売価格から付与ポイント相当額の減額を行う履行義務を負ってお
り、将来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引
価格の配分を行い、ポイントの使用時及び失効時に収益を認識しております。
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ハ．観光ＩＴ事業に係る収益認識
　当社グループは、観光ＩＴ事業において主に請負契約によるソフトウェア受
託開発、システム保守運用契約、及びブッキングプラットフォーム事業等を識
別し収益を認識しています。受注制作のソフトウェアにつきましては、受託先
の検収が完了した時点で履行義務を充足し収益を認識しております。システム
保守運用契約等につきましては、一定期間にわたり履行義務が充足されると判
断し、契約期間に基づいて収益を認識しております。ブッキングプラットフォ
ーム事業につきましては、チケット等を手配することが履行義務であり、チケ
ットの予約完了を基準として収益を認識しております。

⑸　その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
　ヘッジ会計の方法
①　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理

②　ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…為替予約取引
ヘッジ対象…外貨建営業未払金、外貨建予定取引

③　ヘッジ方針
　為替変動に起因するリスクを管理することを目的としております。なお、デリバ
ティブ取引はリスクヘッジ目的の使用に限定し、投機目的のものはありません。

④　ヘッジ有効性の評価の方法
　ヘッジ対象の為替変動によるキャッシュ・フロー変動とヘッジ手段のキャッシ 
ュ・フローの変動の間に高い相関関係があることを認識し、有効性の評価としてお
ります。

2．会計方針の変更に関する注記
　「時価の算定に関する会計基準等」の適用
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号2021年
６月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当連結会計年度の期首か
ら適用し、時価算定会計基準適用指針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、
時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することと
しております。なお、連結計算書類に与える影響はありません。
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当連結会計年度

繰延税金資産 79,194千円

当連結会計年度

ソフトウェア 268,239千円

ソフトウェア仮勘定 28,172千円

３．会計上の見積りに関する注記
⑴　繰延税金資産の回収可能性
①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

　会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項
目は下記の通りです。

②　見積りの内容に関するその他の情報
イ．当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法

　繰延税金資産は、税務上の繰越欠損金及び将来減算一時差異のうち将来の税
金負担額を軽減することができると認められる範囲内で認識しております。課
税所得が生じる可能性の判断においては、将来計画を基礎として、将来獲得し
うる課税所得の時期及び金額を合理的に見積り、金額を算定しております。

ロ．当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
　当連結会計年度末における繰延税金資産の回収可能性の判断にあたって、将
来の課税所得の見積りは、当社グループの将来計画を基礎としております。将
来計画は、世界各国における旅行需要の状況に対する予測に基づいたものであ
り、経営者の見込みの要素が含まれております。なお国内旅行はコロナ禍以前
の水準に戻りつつある一方で、海外旅行においては国境を越えた移動が 2023
年以降徐々に再開され、2024年度以降も順調に回復していくものと見込んでお
ります。以上を考慮して、当社グループの営業収益は2024年度中には2019年
の 水準まで回復すると仮定しております。

ハ．翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
　今後、実際の市場状況及び旅行需要の回復等が見積りより悪化した場合、繰
延税金資産の取り崩しが発生し、当社グループの財政状態及び経営成績に影響
を及ぼす可能性があります。

⑵　ソフトウェア及びソフトウェア仮勘定の評価
①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

　会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項
目は下記の通りです。
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当座貸越極度額の総額 1,600,000千円
借入実行残高 500,000千円

差引額 1,100,000千円

②　見積りの内容に関するその他の情報
イ．当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法

　自社利用のソフトウェア及びソフトウェア仮勘定に係る将来キャッシュ・フ
ローに基づき、将来の収益獲得又は費用削減が確実と認められる場合は無形固
定資産に計上しております。また、資産計上後の状況の変化により減損の兆候
が識別され、事業計画に基づく割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価
額を下回り減損損失を認識すべきであると判定された場合には、帳簿価額を回
収可能価額まで減額し、帳簿価額と回収可能価額との差額は減損損失として計
上しております。

ロ．当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
　将来キャッシュ・フローは、世界各国における旅行需要の状況に対する予測
に基づいたものであり、経営者の見込みの要素が含まれております。なお国内
旅行はコロナ禍以前の水準に戻りつつある一方で、海外旅行においては国境を
越えた移動が2023年以降徐々に再開され、2024年度以降も順調に回復してい
くものと見込んでおります。以上を考慮して、当社グループの営業収益は2024
年度中には2019年の水準まで回復すると仮定しております。

ハ．翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
　主要な仮定について、将来の不確実な経済条件の変動の結果によって影響を
受ける可能性があり、前提とした状況が変化した場合、ソフトウェア及びソフ
トウェア仮勘定の減損損失を計上する可能性があります。

4．連結貸借対照表に関する注記
⑴　当座貸越契約

　当社グループは、効率的で安定した運転資金の調達を行うため、取引銀行３行との
間で当座貸越契約を締結しております。当連結会計年度末における当座貸越契約に係
る借入未実行残高は次のとおりであります。
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普通株式 35,580,100株

普通株式 570,345株

5．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴ 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

⑵ 剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

⑶ 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していない
ものを除く。）の目的となる株式の種類及び数

6．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関
からの借入により資金を調達しております。

②　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
　営業債権である営業未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。
　営業債務である営業未払金及び未払金は１年以内の支払期日であります。外貨建
てのものについては、為替変動リスクに晒されております。
　短期借入金及び長期借入金は、資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払い
を実行できなくなるリスク）に晒されております。

③　金融商品に係るリスク管理体制
イ．信用リスクの管理

　当社グループは、社内規定に従い、取引先の状況を定期的に確認し、取引先
ごとに財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

ロ．市場リスク（為替変動リスク）の管理
　当社グループは、デリバティブ取引における為替予約取引については、社内
方針に従い、経理部内で取引残高・損益状況を把握し、管理しております。

ハ．資金調達に係る流動性リスクの管理
　資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性を一定額以上に維持する
ことにより、流動性リスクを管理しております。
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区分 当連結会計年度
（千円）

投 資 有 価 証 券 100,800
匿 名 組 合 出 資 等 1,390

⑴　１株当たり純資産額 37円31銭
⑵　１株当たり当期純損失 1円62銭

当連結会計年度(単位：千円)
　一時点で移転される財 3,002,069
　一定の期間にわたり移転される財 121,279
顧客との契約から生じる収益 3,123,349
その他の収益 －
外部顧客への収益 3,123,349

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、
合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、変動要
因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変
動することもあります。

⑵　金融商品の時価等に関する事項
　　2023年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい

て、「現金及び預金」、「営業未収入金」、「短期借入金」、「営業未払金」、
「未払金」及び「未払法人税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿
価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

　市場価格のない株式等の連結貸借対照表に計上した金額は下記の通りです。

⑶　金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　記載事項はありません。

7．１株当たり情報に関する注記

8．収益認識に関する注記
①　収益の分解

　当社グループは旅行業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を
分解した情報は下記の通りであります。
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当連結会計年度（単位：千円）
顧客との契約から生じた債権（期首残高） 820,544
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 1,883,285
契約負債（期首残高） 160,923
契約負債（期末残高） 157,472

当連結会計年度（単位：千円）
1年以内 77,260
1年超 80,212

②　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「1．連結計算
書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等⑷会計方針に関する事項
④収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。

③　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　顧客との契約に基づく履行義務の充足と当連結会計年度末において存在する顧客
との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関
する情報は以下の通りであります。

　イ．契約負債の残高等

　契約負債は、当社のポイント制度により付与したポイントに係る将来の使用
見込み分であり、契約負債は収益の認識に伴い取り崩されます。
　当連結会計年度に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれ
ていた額は61,423千円であります。

　ロ．残存履行義務に配分した取引価格
　残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間
は、以下のとおりであります。

9．重要な後発事象に関する注記
資本業務提携及び第三者割当増資による新株式の発行
　当社は、2024年１月17日開催の取締役会において、株式会社JTB（以下「JTB」と
します）との間で、資本業務提携契約の締結及びJTBに対する第三者割当による新株式
発行を行うことを決議し、同年２月５日に払込が完了いたしました。
募集の概要は以下のとおりであります。
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⑴払込期日 2024年２月５日

⑵発行新株式数 当社普通株式899,280株

⑶発行価額 １株につき556円

⑷調達資金の額 499,999,680円

⑸資本組入額 １株につき278円

⑹資本組入額の総額 249,999,840円

⑺募集又は割当方法

（割当予定先）

第三者割当の方法により、以下の通り割り当てる。

　株式会社JTB：当社普通株式899,280株

⑻その他
上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券

届出書の効力発生を条件としています。

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

499,999,680円 10,000,000円 489,999,680円

１．募集の概要

２．募集の目的及び理由
本第三者割当増資は、当社とJTBとの業務提携を合わせて実施するものであり、両

社グループの関係性をより強固とした協業体制を構築することにより、当社グループ
の中長期的な発展と成長に繋がり、既存株主への利益につながるものとの判断から本
第三者割当増資の実施に至っております。

また、下記「３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期　（２）調達する資金
の具体的な使途及び支出予定時期」に記載のとおり、JTBとの共同事業含めた、事業
者向けのコンサルティングソリューションの構築及びシステム開発・強化に関する資
金を調達することを目的としております。

３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期
⑴　調達する資金の額

（注）１．発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用、弁護士費用、登
記費用及びその他諸費用10,000千円です。

　　　２．発行諸費用の概算額には、消費税は含まれておりません。
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具体的な用途 金額(千円） 支出予定時期

ツアー催行会社、自治体

向けのコンサルティング

ソリューションの構築

推進体制の構築、プロモ

ーション費用
89,999

2024年２月

～同12月

システム開発・強化

B2Bサービス強化及びセ

キュリティ強化にともな

うシステム開発投資

400,000
2024年２月

～同12月

⑵　調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期
　具体的な使途及び支出予定時期につきましては、以下のとおりです。

（注）１．当社は、本第三者割当増資の払込みにより調達した資金を上記の資金使途に
充当するまでの間に、銀行預金にて安定的な資金管理を図る予定であります。
２．資金を使用する優先順位は、現時点では定めておらず、支出時期が早い事項
から順次充当する予定です。
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( 2023年１月１日から2023年12月31日まで )
株主資本

資 本 金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
資本準備金 資本剰余金合計

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 1,821,276 1,933,276 1,933,276 △2,691,550 △2,691,550 △70

当 期 変 動 額

新株の発行 2,441 2,441 2,441
当期純損失
（△） △181,376 △181,376

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 2,441 2,441 2,441 △181,376 △181,376 -

当 期 末 残 高 1,823,717 1,935,717 1,935,717 △2,872,926 △2,872,926 △70

株主資本 評 価 ・ 換 算 差 額 等 新株予約権 純資産合計

株主資本合計 繰延ヘッジ
損益

評価・換算差額

等合計

当 期 首 残 高 1,062,931 △776 △776 12,060 1,074,214

当 期 変 動 額

新株の発行 4,882 4,882
当期純損失
（△） △181,376 △181,376

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) △795 △795 - △795

当期変動額合計 △176,493 △795 △795 - △177,288

当 期 末 残 高 886,437 △1,572 △1,572 12,060 896,925

株主資本等変動計算書

（単位：千円）
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個別注記表
1．重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴　資産の評価基準及び評価方法
①　子会社株式 移動平均法による原価法
②　その他有価証券
　　・市場価格のない株式等　　　　　　移動平均法による原価法

　なお、匿名組合出資金については、匿名組合の損益のうち当社に帰属する
持分相当損益を営業外損益に計上するとともに、同額を投資有価証券に加減
する処理を行っております。

⑵　固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産
　　　主に定率法

　ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については定額法を採
用しております。
　主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物附属設備　　　　　３年～15年
工具、器具及び備品　　４年～20年

なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、３年
間で均等償却する方法を採用しております。

②　無形固定資産
　ソフトウエア（自社利用）については、社内における見込利用可能期間（５
年）による定額法を採用しております。

⑶　引当金の計上基準
①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能
見込額を計上しています。

②　ポイント引当金
　販売促進を目的に顧客に付与したポイントの使用に備えるため、過去の使用実
績に基づき、将来使用されると見込まれる額を計上しております。

⑷　収益及び費用の計上基準
　当社の事業は「旅行業」のみの単一のセグメントにより構成されております。顧
客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足す
る通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
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①　手配旅行等の代理販売
　旅行者の委託により、代理、斡旋又は取次をすること等により旅行者がツアー
催行会社等の提供する旅行に関するサービスの提供を受けることができるよう
に、手配することが履行義務であり、催行日を基準として収益を認識し、代理人
取引として、顧客から受け取る額からツアー催行会社に支払う額を控除した純額
で収益を認識しております。

②　ポイントに係る収益認識
　当社が手配旅行等の代理販売等によって顧客に付与するポイントに関しては、
将来の販売価格から付与ポイント相当額の減額を行う履行義務を負っており、将
来の失効見込み等を考慮して算定された独立販売価格を基礎として取引価格の配
分を行い、ポイントの使用時及び失効時に収益を認識しております。

⑸　その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
　ヘッジ会計の方法
①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理

②　ヘッジ手段とヘッジ対象
　ヘッジ手段…為替予約取引
　ヘッジ対象…外貨建営業未払金、外貨建予定取引

③　ヘッジ方針
　為替変動に起因するリスクを管理することを目的としております。なお、デ
リバティブ取引はリスクヘッジ目的の使用に限定し、投機目的のものはありま
せん。

④　ヘッジ有効性の評価の方法
　ヘッジ対象の為替変動によるキャッシュ・フロー変動と、ヘッジ手段のキャ
ッシュ・フローの変動の間に高い相関関係があることを認識し、有効性の評価
としております。

2．会計方針の変更に関する注記
　時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021
年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。」）を当事業年度の期首か
ら適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２項に定める経過的な取扱いに従って、時
価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとし
ております。これによる計算書類に与える影響はありません。
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当事業年度

繰延税金資産 53,642千円

当事業年度

ソフトウェア 187,930千円

ソフトウェア仮勘定 17,000千円

①　短期金銭債権 58,212千円
②　短期金銭債務 53,810千円

保証限度額 期末債務残高
リンクティビティ株式会社の
仕入債務に対する債務保証 900,000千円 372,174千円

３．会計上の見積りに関する注記
⑴　繰延税金資産の回収可能性

①　当事業年度の計算書類に計上した金額
　会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目は
下記の通りです。

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　個別注記表「３．会計上の見積りに関する注記」と同一の内容であるため、
記載を省略しております。

⑵　ソフトウェアの評価
①　当事業年度の計算書類に計上した金額

　会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目は
下記の通りです。

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　連結注記表「３．会計上の見積りに関する注記」と同一の内容であるため、
記載を省略しております。

４．貸借対照表に関する注記
⑴　関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

⑵　関係会社に対する債務保証は次のとおりであります。
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当座貸越極度額の総額 1,600,000千円
借入実行残高 500,000千円

差引額 1,100,000千円

関係会社との取引高
営業取引による取引高

営業収益 12,212千円
営業費用 113,020千円

普通株式 97株

繰延税金資産
ポイント引当金 12,148千円
契約負債 43,270千円
関係会社株式 16,235千円
未払事業税 3,018千円
繰越欠損金 1,136,560千円
その他 13,612千円

繰延税金資産小計 1,224,845千円
税務上の繰越欠損金に係る評価
性引当額 △1,111,855千円

将来減算一時差異等の合計に係
る評価性引当額 △59,347千円

評価性引当額小計 △1,171,203千円
繰延税金資産合計 53,642千円
繰延税金資産の純額 53,642千円

⑶　当座貸越契約
　当社は、効率的で安定した運転資金の調達を行うため、取引銀行３行との間で当
座貸越契約を締結しております。当事業年度末における当座貸越契約に係る借入未
実行残高は次のとおりであります。

５．損益計算書に関する注記

６．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

７．税効果会計に関する注記
繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
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種 類 会 社 等 の
名 称

議決権等の所有
（被所有）割合 関連当事者との関係 取引内容 取引金額

（千円） 科 目 期 末 残 高
（千円）

子 会 社 VELTRA Inc. 所有
間接　100.0％ 役員の兼任等 資金の預入

（注）１ － 流動資産
その他 23,114

子 会 社 リンクティビ
ティ株式会社

所有
直接  　94.6％ 役員の兼任等

仕入債務に
対する債務
保証
（注）２

372,174 － －

⑴　１株当たり純資産額 24円87銭
⑵　１株当たり当期純損失 5円10銭

８．関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１. 当社の営業未払金のうち、ハワイに存する催行会社に対する決済はVELTRA 

Inc.に委託しており、当該決済に必要な資金を預け入れております。
２. リンクティビティ株式会社の仕入債務に債務保証を行ったものであります。
　　なお保証料は受領しておりません。

９．１株当たり情報に関する注記

10．収益認識に関する注記
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表
「８．収益認識に関する注記」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略し
ております。

11．重要な後発事象に関する注記
資本業務提携及び第三者割当増資による新株式の発行
　連結注記表「９．重要な後発事象に関する注記」に同一の内容を記載しているため、
注記を省略しております。

－ 21 －


